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１０月１８日は「統計の日」です 
 
統計の日は、１９７３年（昭和４８年）７月３日の閣議了解によって制定されました。 
国民の統計に対する関心と理解が深まり、国や地方公共団体などが実施する統計調査へ

のより一層の協力が得られることを目的としたものです。 
 
  １０月１８日に定められたのは・・ 
 
 我が国最初の近代的生産統計である「府県物産表」に関する太政官布告が公布された明

治３年９月２４日（太陰暦）を現在の太陽暦に換算すると、１８７０年１０月１８日であ

ることに由来しています。 

一口メモ　①


